
北海道日高海区　共同漁業権に関する情報一覧

免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件

日海共第
１号

えりも漁業協同組合 幌泉郡えりも町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４、点５及び基点第４号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線
とによって囲まれた区域
基点第1号 広尾町とえりも町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 北海道水産林務部三角点 水Ｓ３
基点第3号 北海道水産林務部三角点 水Ｓ７
基点第4号 北海道水産林務部三角点  水Ｓ１３から  ３０度０３分２１秒 ８８０．０３メートルの点
点1 基点第１号から  １０６度３０分 ３，０００メートルの点
点2 基点第２号から ９４度００分 ３，０００メートルの点
点3 基点第３号から  １０６度３０分 ３，１００メートルの点
点4 点 ５ から １０１度３０分５３秒 ２，１０４．６５メートルの点
点5 基点第４号から  １１２度３０分 ９０９メートルの点

第一種共同漁業

ぎんなんそう漁業
こんぶ漁業
すじめ漁業
のり漁業
ふのり漁業
まつも漁業
あさり漁業
えぞばかがい漁業
さらがい漁業
つぶ漁業
ほっきがい漁業
うに漁業
えむし漁業
なまこ漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

えりも町字庶野及び字目黒 なし

日海共第
２号

えりも漁業協同組合 幌泉郡えりも町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４、点５及び基点第４号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線
とによって囲まれた区域
基点第1号 広尾町とえりも町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 北海道水産林務部三角点 水Ｓ３
基点第3号 北海道水産林務部三角点 水Ｓ７
基点第4号 北海道水産林務部三角点  水Ｓ１３から  ３０度０３分２１秒 ８８０．０３メートルの点
点1 基点第１号から  １０６度３０分 ３，０００メートルの点
点2 基点第２号から ９４度００分 ３，０００メートルの点
点3 基点第３号から  １０６度３０分 ３，１００メートルの点
点4 点 ５ から １０１度３０分５３秒 ２，１０４．６５メートルの点
点5 基点第４号から  １１２度３０分 ９０９メートルの点

第二種共同漁業

あいなめ・ながずか刺し網漁業
かじか・そい刺し網漁業
ししゃも・ちか・きゅうりうお刺し網漁業
はたはた刺し網漁業

１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

えりも町字庶野及び字目黒

(１)漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなければ
ならない。

ア ９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速や
かに海中に戻さなければならない。

イ ケガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数並びに使用する

漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。

日海共第
３号

えりも漁業協同組合 幌泉郡えりも町地先

次の基点第１号、点１、点２及び点３の各点を順次に結んだ線、基点第２号を中心とする半径３，２５０メートル
の点３と点４間における弧線、点４、点５、点６、点７、点８及び基点第５号の各点を順次に結んだ線及び最大
高潮時海岸線とによって囲まれた区域から、基点第６号、点９、点１０、点１１、点１２、点１３、点１４、点１５及
び基点第７号の各点を順次に結んだ線と最大高 潮時海岸線とによって囲まれた区域を除いた区域
基点第1号 北海道水産林務部三角点  水Ｓ１３から  ３０度０３分２１秒 ８８０．０３メートルの点
基点第2号 国土地理院三角点 小越から１３１度００分 ６５０メートルの点
基点第3号 Ｘ＝－２２３４２５．８８４ Ｙ＝７５６３１．５３３（座標系１２系）
基点第4号 国土地理院三角点 下里
基点第5号 えりも町と様似町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第6号 えりも港南突堤灯台中心点
（北緯  ４２度００分５６．０秒 東経 １４３度０８分４０．９秒）
基点第7号 点15から ６８度５４分４０秒 １４３メートルの点
点1 基点第１号から １１２度３０分 ９０９メートルの点
点2 点１から １０１度３０分５３秒 ２，１０４．６５メートルの点
点3 基点第２号から ７３度３０分 ３，２５０メートルの点
点4 基点第２号から ２１９度３０分 ３，２５０メートルの点
点5 基点第３号から ２４２度００分 ３，２００メートルの点
点6 基点第４号から ２０８度３０分 ３，３５０メートルの点
点7 点８から ２１１度３５分０５秒 ２，２５４．５７メートルの点
点8 基点第５号から ２２２度３０分 ９０９メートルの点
点9 基点第６号から １９３度００分 １１２メートルの点
点10 点９から ２１０度２０分４８秒 １２７．２１メートルの点
点11 点10から ２９０度００分 １４２．５０メートルの点
点12 点11から ２０１度００分 ５０メートルの点
点13 点12から ２８９度００分 １０３メートルの点
点14 点13から ２０度００分 ５４メートルの点
点15 点14から ３８度４６分４６秒 １１５．１８メートルの点

第一種共同漁業

ぎんなんそう漁業
こんぶ漁業
すじめ漁業
のり漁業
ふのり漁業
まつも漁業
あさり漁業
いがい漁業
えぞばかがい漁業
さらがい漁業
つぶ漁業
ひざらがい漁業
ほっきがい漁業
うに漁業
えむし漁業
なまこ漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

えりも町（字庶野及び字目黒を除
く。）

なし

漁場の区域



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

日海共第
４号

えりも漁業協同組合 幌泉郡えりも町地先

次の基点第１号、点１、点２及び点３の各点を順次に結んだ線、基点第２号を中心とする半径３，２５０メートル
の点３と点４間における弧線、点４、点５、点６、点７、点８及び基点第５号の各点を順次に結んだ線及び最大
高潮時海岸線とによって囲まれた区域から、基点第６号、点９、点１０、点１１、点１２、点１３、点１４、点１５及
び基点第７号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域を除いた区域
基点第1号 北海道水産林務部三角点  水Ｓ１３から  ３０度０３分２１秒 ８８０．０３メートルの点
基点第2号 国土地理院三角点 小越から１３１度００分 ６５０メートルの点
基点第3号 Ｘ＝－２２３４２５．８８４ Ｙ＝７５６３１．５３３（座標系１２系）
基点第4号 国土地理院三角点 下里
基点第5号 えりも町と様似町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第6号 えりも港南突堤灯台中心点
（北緯  ４２度００分５６．０秒 東経 １４３度０８分４０．９秒）
基点第7号 点15から ６８度５４分４０秒 １４３メートルの点
点1 基点第１号から １１２度３０分 ９０９メートルの点
点2 点１から １０１度３０分５３秒 ２，１０４．６５メートルの点
点3 基点第２号から ７３度３０分 ３，２５０メートルの点
点4 基点第２号から ２１９度３０分 ３，２５０メートルの点
点5 基点第３号から ２４２度００分 ３，２００メートルの点
点6 基点第４号から ２０８度３０分 ３，３５０メートルの点
点7 点８から ２１１度３５分０５秒 ２，２５４．５７メートルの点
点8 基点第５号から ２２２度３０分 ９０９メートルの点
点9 基点第６号から １９３度００分 １１２メートルの点
点10 点９から ２１０度２０分４８秒 １２７．２１メートルの点
点11 点10から ２９０度００分 １４２．５０メートルの点
点12 点11から ２０１度００分 ５０メートルの点
点13 点12から ２８９度００分 １０３メートルの点
点14 点13から ２０度００分 ５４メートルの点
点15 点14から ３８度４６分４６秒 １１５．１８メートルの点

第二種共同漁業、第
三種共同漁業

（第二種共同漁業）
あいなめ・ながずか刺し網漁業
かじか・そい刺し網漁業
ししゃも・ちか・きゅうりうお刺し網漁業
はたはた刺し網漁業
ちか・きゅうりうお・さば小型定置網漁業
はたはた小型定置網漁業
（第三種共同漁業）
ちか・きゅうりうお・さば・いわし地びき網漁業

（第二種共同漁業）
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
５月１日から８月31日まで
11月15日から12月31日まで
（第三種共同漁業）
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

えりも町（字庶野及び字目黒を除
く。）

(１)漁業権行使規則には、第二種共同漁業の漁業の方法について次の制限
　を規定しなければならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速や
　かに海中に戻さなければならない。
イ　ケガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統数並びに
　使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

日海共第
５号

えりも漁業協同組合 様似郡様似町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とに
よって囲まれた区域
基点第1号 えりも町と様似町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 国土地理院三角点 潮風
基点第3号 国土地理院三角点 エンルム岬から ８９度４３分２８秒２，３９６．８８メートルの点
点1 基点第１号から ２２２度３０分 ９０９メートルの点
点2 点１から ２１１度３５分０５秒 ２，２５４．５７メートルの点
点3 基点第２号から ２１３度３０分 ３，０００メートルの点
点4 基点第３号から １８０度３０分 ４，０００メートルの点

第一種共同漁業

ぎんなんそう漁業
こんぶ漁業
すじめ漁業
のり漁業
ふのり漁業
まつも漁業
あさり漁業
いがい漁業
えぞばかがい漁業
さらがい漁業
つぶ漁業
ほっきがい漁業
うに漁業
えむし漁業
なまこ漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

様似町（ビライト川橋に設置した標
識以東の区域に限る。）

なし

日海共第
６号

えりも漁業協同組合 様似郡様似町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とに
よって囲まれた区域
基点第1号 えりも町と様似町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 国土地理院三角点 潮風
基点第3号 国土地理院三角点 エンルム岬から ８９度４３分２８秒２，３９６．８８メートルの点
点1 基点第１号から ２２２度３０分 ９０９メートルの点
点2 点１から ２１１度３５分０５秒 ２，２５４．５７メートルの点
点3 基点第２号から ２１３度３０分 ３，０００メートルの点
点4 基点第３号から １８０度３０分 ４，０００メートルの点

第二種共同漁業、第
三種共同漁業

（第二種共同漁業）
あいなめ・ながずか刺し網漁業
かじか・そい刺し網漁業
ししゃも・ちか・きゅうりうお刺し網漁業
はたはた刺し網漁業
ちか・きゅうりうお・さば小型定置網漁業
はたはた小型定置網漁業
（第三種共同漁業）
ちか・きゅうりうお・さば・いわし地びき網漁業

（第二種共同漁業）
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
５月１日から８月31日まで
11月15日から12月31日まで
（第三種共同漁業）
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

様似町（ビライト川橋に設置した標
識以東の区域に限る。）

(１)漁業権行使規則には、第二種共同漁業の漁業の方法について次の制限
　を規定しなければならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速や
　かに海中に戻さなければならない。
イ　ケガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統数並びに
　使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。

日海共第
７号

日高中央漁業協同組
合

様似郡様似町地先

次の基点第１号、点１、点２及び基点第２号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域
基点第1号 国土地理院三角点 エンルム岬から ８９度４３分２８秒２，３９６．８８メートルの点
基点第2号 様似町と浦河町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から １８０ 度 ３０分 ４，０００メートルの点
点2 基点第２号から １９４ 度 ３０分 ３，０００メートルの点

第一種共同漁業

ぎんなんそう漁業
こんぶ漁業
のり漁業
ふのり漁業
まつも漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
えぞばかがい漁業
さらがい漁業
つぶ漁業
ほっきがい漁業
うに漁業
えむし漁業
なまこ漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

様似町（ビライト川橋に設置した標
識以西の区域に限る。）

なし

日海共第
８号

日高中央漁業協同組
合

様似郡様似町地先

次の基点第１号、点１、点２及び基点第２号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域
基点第1号 国土地理院三角点 エンルム岬から ８９度４３分２８秒２，３９６．８８メートルの点
基点第2号 様似町と浦河町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から １８０ 度 ３０分 ４，０００メートルの点
点2 基点第２号から １９４ 度 ３０分 ３，０００メートルの点

第二種共同漁業、第
三種共同漁業

（第二種共同漁業）
あいなめ・ながずか刺し網漁業
かじか・そい刺し網漁業
ししゃも・ちか・きゅうりうお刺し網漁業
はたはた刺し網漁業
ちか・きゅうりうお・さば小型定置網漁業
はたはた小型定置網漁業
（第三種共同漁業）
ちか・きゅうりうお・さば・いわし地びき網漁業

（第二種共同漁業）
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
５月１日から８月31日まで及11月15日から
12月31日まで
11月15日から12月31日まで
（第三種共同漁業）
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

様似町（ビライト川橋に設置した標
識以西の区域に限る。）

(１)漁業権行使規則には、第二種共同漁業の漁業の方法について次の制限
　を規定しなければならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速や
　かに海中に戻さなければならない。
イ　ケガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統数並びに
　使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。

日海共第
９号

日高中央漁業協同組
合

浦河郡浦河町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域から、基点第４号、点４、点５、点７、点８、点９、点１０、点１１、点６ 及び基点第５号の各点を順次
に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域を除いた区域
基点第1号 浦河町と様似町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 北海道水産林務部三角点 水Ｄ３
基点第3号 浦河町字絵笛と字東栄の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第4号 浦河灯台中心点（北緯４２度０９分４６秒 東経１４２度４６分３６．１秒） から ２７８度３８分２７秒
１，２３７．１４メートルの点
基点第5号 点６から ５９度００分 ８２０メートルの点
点1 基点第１号から １９４度３０分 ３，０００メートルの点
点2 基点第２号から ２１２度００分 ３，４００メートルの点
点3 基点第３号から ２０４度５５分 ３，２００メートルの点
点4 基点第４号から １９７度１５分 ３７メートルの点
点5 点４から ２７３度０５分１６秒 ３８５．４１メートルの点
点6 点11から １０３度２６分３１秒 ６２０．４６０メートルの点
点7 点５から ２７１度４８分４９秒 ２１３．６７５メートルの点
点8 点７から ２４４度１８分４７秒 ４２６．５５９メートルの点
点9 点８から ２７２度２２分１１秒 ７９．５００メートルの点
点10 点９から ２度５６分４４秒 ７１５．７３６メートルの点
点11 点10から ９２度２２分０７秒 ６４．７００メートルの点

第一種共同漁業

ぎんなんそう漁業
こんぶ漁業
のり漁業
ふのり漁業
まつも漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
えぞばかがい漁業
さらがい漁業
つぶ漁業
ほっきがい漁業
うに漁業
えむし漁業
なまこ漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

浦河町（字東栄及び荻伏町を除
く。）

なし



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

日海共第
10号

日高中央漁業協同組
合

浦河郡浦河町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域から、基点第４号、点４、点５、点７、点８、点９、点１０、点１１、点６ 及び基点第５号の各点を順次
に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域を除いた区域
基点第1号 浦河町と様似町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 北海道水産林務部三角点 水Ｄ３
基点第3号 浦河町字絵笛と字東栄の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第4号 浦河灯台中心点（北緯４２度０９分４６秒 東経１４２度４６分３６．１秒） から ２７８度３８分２７秒
１，２３７．１４メートルの点
基点第5号 点６から ５９度００分 ８２０メートルの点
点1 基点第１号から １９４度３０分 ３，０００メートルの点
点2 基点第２号から ２１２度００分 ３，４００メートルの点
点3 基点第３号から ２０４度５５分 ３，２００メートルの点
点4 基点第４号から １９７度１５分 ３７メートルの点
点5 点４から ２７３度０５分１６秒 ３８５．４１メートルの点
点6 点11から １０３度２６分３１秒 ６２０．４６０メートルの点
点7 点５から ２７１度４８分４９秒 ２１３．６７５メートルの点
点8 点７から ２４４度１８分４７秒 ４２６．５５９メートルの点
点9 点８から ２７２度２２分１１秒 ７９．５００メートルの点
点10 点９から ２度５６分４４秒 ７１５．７３６メートルの点
点11 点10から ９２度２２分０７秒 ６４．７００メートルの点

第二種共同漁業、第
三種共同漁業

（第二種共同漁業）
あいなめ・ながずか刺し網漁業
かじか・そい刺し網漁業
ししゃも・ちか・きゅうりうお刺し網漁業
はたはた刺し網漁業
ちか・きゅうりうお・さば小型定置網漁業
はたはた小型定置網漁業
（第三種共同漁業）
ちか・きゅうりうお・さば・いわし地びき網漁業

（第二種共同漁業）
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
５月１日から８月31日まで及び11月15日か
ら12月31日まで
11月15日から12月31日まで
（第三種共同漁業）
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

浦河町（字東栄及び荻伏町を除
く。）

(１)漁業権行使規則には、第二種共同漁業の漁業の方法について次の制限
　を規定しなければならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速や
　かに海中に戻さなければならない。
イ　ケガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統数並びに
　使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。

日海共第
11号

日高中央漁業協同組
合

浦河郡浦河町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とに
よって囲まれた区域
基点第1号 浦河町字絵笛と字東栄の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 国土地理院三角点 元浦川
基点第3号 浦河町と新ひだか町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ２０４度５５分 ３，２００メートルの点
点2 基点第２号から ２０４度５５分 ３，５００メートルの点
点3 点４から ２０６度４８分１０秒 １，４００メートルの点
点4 基点第３号から ２３７度３０分 １，８１８メートルの点

第一種共同漁業

ぎんなんそう漁業
こんぶ漁業
のり漁業
ふのり漁業
まつも漁業
あわび漁業
いがい漁業
えぞばかがい漁業
さらがい漁業
つぶ漁業
ほっきがい漁業
うに漁業
なまこ漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

浦河町字東栄及び荻伏町 なし

日海共第
12号

日高中央漁業協同組
合

浦河郡浦河町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とに
よって囲まれた区域
基点第1号 浦河町字絵笛と字東栄の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 国土地理院三角点 元浦川
基点第3号 浦河町と新ひだか町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ２０４度５５分 ３，２００メートルの点
点2 基点第２号から ２０４度５５分 ３，５００メートルの点
点3 点４から ２０６度４８分１０秒 １，４００メートルの点
点4 基点第３号から ２３７度３０分 １，８１８メートルの点

第二種共同漁業、第
三種共同漁業

（第二種共同漁業）
あいなめ・ながずか刺し網漁業
かじか・そい刺し網漁業
ししゃも・ちか・きゅうりうお刺し網漁業
はたはた刺し網漁業
ちか・きゅうりうお・さば小型定置網漁業
はたはた小型定置網漁業
（第三種共同漁業）
ちか・きゅうりうお・さば・いわし地びき網漁業

（第二種共同漁業）
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
５月１日から８月31日まで
11月15日から12月31日まで
（第三種共同漁業）
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

浦河町字東栄及び荻伏町

(１)漁業権行使規則には、第二種共同漁業の漁業の方法について次の制限
　を規定しなければならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速や
　かに海中に戻さなければならない。
イ　ケガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統数並びに
　使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。

日海共第
13号

ひだか漁業協同組合 日高郡新ひだか町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３及び基点第２号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域から、基点第３号、点４、点５及び基点第４号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とに
よって囲まれた区域を除いた区域
基点第1号 浦河町と新ひだか町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 北海道水産林務部三角点 水Ｄ６から ３１１度３１分５０秒６９５．２４メートルの点
基点第3号 Ｘ＝－１９７，１９４．１５９ Ｙ＝３０，９１５．０１０ （座標系１２系）
基点第4号 Ｘ＝－１９７，７８０．０９７ Ｙ＝３１，８２５．８３６ （座標系１２系）
点1 基点第１号から ２３７度３０分 １，８１８メートルの点
点2 点１から ２０６度４８分１０秒 １，４００メートルの点
点3 基点第２号から ２００度００分 ３，４００メートルの点
点4 基点第３号から ２１４度３６分１０．３３秒 １８０．０００メートルの点
点5 基点第４号から ２３１度５８分１７．７１秒 ２４４．９５３メートルの点

第一種共同漁業

ぎんなんそう漁業
こんぶ漁業
のり漁業
ふのり漁業
まつも漁業
あさり漁業
いがい漁業
えぞばかがい漁業
さらがい漁業
つぶ漁業
ほっきがい漁業
うに漁業
えむし漁業
なまこ漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

新ひだか町三石 なし

日海共第
14号

ひだか漁業協同組合 日高郡新ひだか町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３及び基点第２号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域から、基点第３号、点４、点５及び基点第４号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とに
よって囲まれた区域を除いた区域
基点第1号 浦河町と新ひだか町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 北海道水産林務部三角点 水Ｄ６から ３１１度３１分５０秒６９５．２４メートルの点
基点第3号 Ｘ＝－１９７，１９４．１５９ Ｙ＝３０，９１５．０１０ （座標系１２系）
基点第4号 Ｘ＝－１９７，７８０．０９７ Ｙ＝３１，８２５．８３６ （座標系１２系）
点1 基点第１号から ２３７度３０分 １，８１８メートルの点
点2 点１から ２０６度４８分１０秒 １，４００メートルの点
点3 基点第２号から ２００度００分 ３，４００メートルの点
点4 基点第３号から ２１４度３６分１０．３３秒 １８０．０００メートルの点
点5 基点第４号から ２３１度５８分１７．７１秒 ２４４．９５３メートルの点

第二種共同漁業

あいなめ・ながずか刺し網漁業
かじか・そい刺し網漁業
ししゃも・ちか・きゅうりうお刺し網漁業
はたはた刺し網漁業
ちか・きゅうりうお・さば小型定置網漁業
はたはた小型定置網漁業

１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
５月１日から８月31日まで及び11月15日か
ら12月31日まで
11月15日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

新ひだか町三石

(１)漁業権行使規則には、業の方法について次の制限を規定しなければな
　らない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速や
　かに海中に戻さなければならない。
イ　ケガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統数並びに
　使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

日海共第
15号

ひだか漁業協同組合 日高郡新ひだか町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域
基点第1号 北海道水産林務部三角点 水Ｄ６から ３１１度３１分５０秒６９５．２４メートルの点
基点第2号 国土地理院三角点 春立
基点第3号 新ひだか町と新冠町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ２００ 度 ００分 ３，４００メートルの点
点2 基点第２号から ２０６ 度 ００分 ３，２００メートルの点
点3 基点第３号から ２１５ 度 ００分 ３，０００メートルの点

第一種共同漁業

ぎんなんそう漁業
こんぶ漁業
のり漁業
ふのり漁業
まつも漁業
あさり漁業
えぞばかがい漁業
さらがい漁業
つぶ漁業
ほっきがい漁業
うに漁業
えむし漁業
なまこ漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

新ひだか町（三石を除く。） なし

日海共第
16号

ひだか漁業協同組合 日高郡新ひだか町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域
基点第1号 北海道水産林務部三角点 水Ｄ６から ３１１度３１分５０秒６９５．２４メートルの点
基点第2号 国土地理院三角点 春立
基点第3号 新ひだか町と新冠町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ２００ 度 ００分 ３，４００メートルの点
点2 基点第２号から ２０６ 度 ００分 ３，２００メートルの点
点3 基点第３号から ２１５ 度 ００分 ３，０００メートルの点

第二種共同漁業

あいなめ・ながずか刺し網漁業
かじか・そい刺し網漁業
ししゃも・ちか・きゅうりうお刺し網漁業
はたはた刺し網漁業
ちか・きゅうりうお・さば小型定置網漁業
はたはた小型定置網漁業

１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
５月１日から８月31日まで及び11月15日か
ら12月31日まで
11月15日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

新ひだか町（三石を除く。）

(１)漁業権行使規則には、業の方法について次の制限を規定しなければな
　らない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速や
　かに海中に戻さなければならない。
イ　ケガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統数並びに
　使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。

日海共第
17号

ひだか漁業協同組合 新冠郡新冠町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域
基点第1号 新ひだか町と新冠町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 国土地理院三角点 育成公社から ２３０度００分 ６００メートルの点
基点第3号 ＪＲ日高線 厚別川鉄橋中央
点1 基点第１号から ２１５ 度 ００分 ３，０００メートルの点
点2 基点第２号から ２３０ 度 ００分 ３，０５０メートルの点
点3 基点第３号から ２１４ 度 ５３分 ３，４００メートルの点

第一種共同漁業

ぎんなんそう漁業
こんぶ漁業
のり漁業
ふのり漁業
まつも漁業
あさり漁業
いがい漁業
えぞばかがい漁業
さらがい漁業
つぶ漁業
ほっきがい漁業
うに漁業
なまこ漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

新冠町 なし

日海共第
18号

ひだか漁業協同組合 新冠郡新冠町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域
基点第1号 新ひだか町と新冠町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 国土地理院三角点 育成公社から ２３０度００分 ６００メートルの点
基点第3号 ＪＲ日高線 厚別川鉄橋中央
点1 基点第１号から ２１５ 度 ００分 ３，０００メートルの点
点2 基点第２号から ２３０ 度 ００分 ３，０５０メートルの点
点3 基点第３号から ２１４ 度 ５３分 ３，４００メートルの点

第二種共同漁業

あいなめ・ながずか刺し網漁業
かじか・そい刺し網漁業
ししゃも・ちか・きゅうりうお刺し網漁業
はたはた刺し網漁業
ちか・きゅうりうお・さば小型定置網漁業
はたはた小型定置網漁業

１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
５月１日から８月31日まで
11月15日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

新冠町

(１)漁業権行使規則には、業の方法について次の制限を規定しなければな
　らない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速や
　かに海中に戻さなければならない。
イ　ケガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統数並びに
　使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。

日海共第
19号

ひだか漁業協同組合 沙流郡日高町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４、点５及び基点第５号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線
とによって囲まれた区域
基点第1号 ＪＲ日高線 厚別川鉄橋中央
基点第2号 国土地理院三角点 慶能舞
基点第3号 北海道水産林務部図根点 No.７（北海道水産林務部三角点 水Ｄ７～）
基点第4号 北海道三角点 Ａ４２から ２６６度００分 ５２０メートルの点
基点第5号 日高町とむかわ町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ２１４ 度 ５３分 ３，４００メートルの点
点2 基点第２号から ２１６ 度 ００分 ３，５００メートルの点
点3 基点第３号から １９７ 度 ３０分 ３，１００メートルの点
点4 基点第４号から ２１２ 度 ００分 ３，０００メートルの点
点5 基点第５号から ２０６ 度 ５５分 ３，２００メートルの点

第一種共同漁業

ぎんなんそう漁業
こんぶ漁業
あさり漁業
えぞばかがい漁業
さらがい漁業
つぶ漁業
ほっきがい漁業
うに漁業
なまこ漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

日高町 なし

日海共第
20号

ひだか漁業協同組合 沙流郡日高町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４、点５及び基点第５号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線
とによって囲まれた区域
基点第1号 ＪＲ日高線 厚別川鉄橋中央
基点第2号 国土地理院三角点 慶能舞
基点第3号 北海道水産林務部図根点 No.７（北海道水産林務部三角点 水Ｄ７～）
基点第4号 北海道三角点 Ａ４２から ２６６度００分 ５２０メートルの点
基点第5号 日高町とむかわ町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ２１４ 度 ５３分 ３，４００メートルの点
点2 基点第２号から ２１６ 度 ００分 ３，５００メートルの点
点3 基点第３号から １９７ 度 ３０分 ３，１００メートルの点
点4 基点第４号から ２１２ 度 ００分 ３，０００メートルの点
点5 基点第５号から ２０６ 度 ５５分 ３，２００メートルの点

第二種共同漁業

あいなめ・ながずか刺し網漁業
かじか・そい刺し網漁業
ししゃも・ちか・きゅうりうお刺し網漁業
はたはた刺し網漁業
ちか・きゅうりうお・さば小型定置網漁業
はたはた小型定置網漁業

１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
５月１日から８月31日まで
11月15日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

日高町

(１)漁業権行使規則には、業の方法について次の制限を規定しなければな
　らない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速や
　かに海中に戻さなければならない。
イ　ケガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統数並びに
　使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

日海共第
21号

えりも漁業協同組合 幌泉郡えりも町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４、点５及び基点第４号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線
とによって囲まれた区域
基点第1号 広尾町とえりも町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 北海道水産林務部三角点 水Ｓ３
基点第3号 北海道水産林務部三角点 水Ｓ７
基点第4号 北海道水産林務部三角点  水Ｓ１３から  ３０度０３分２１秒 ８８０．０３メートルの点
点1 基点第１号から １０６度３０分 ５，０００メートルの点
点2 基点第２号から ９４度００分 ５，０００メートルの点
点3 基点第３号から １０６度３０分 ５，１００メートルの点
点4 点５から １０１度３０分５３秒 ４，１０４．６５メートルの点
点5 基点第４号から １１２度３０分 ９０９メートルの点

第一種共同漁業 たこ漁業 １月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

えりも町字庶野及び字目黒 なし

日海共第
22号

えりも漁業協同組合 幌泉郡えりも町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４、点５及び基点第４号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線
とによって囲まれた区域
基点第1号 広尾町とえりも町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 北海道水産林務部三角点 水Ｓ３
基点第3号 北海道水産林務部三角点 水Ｓ７
基点第4号 北海道水産林務部三角点  水Ｓ１３から  ３０度０３分２１秒 ８８０．０３メートルの点
点1 基点第１号から １０６度３０分 ５，０００メートルの点
点2 基点第２号から ９４度００分 ５，０００メートルの点
点3 基点第３号から １０６度３０分 ５，１００メートルの点
点4 点５から １０１度３０分５３秒 ４，１０４．６５メートルの点
点5 基点第４号から １１２度３０分 ９０９メートルの点

第二種共同漁業

かすべ刺し網漁業
かれい刺し網漁業
さめ刺し網漁業
たら刺し網漁業
にしん刺し網漁業
ほっけ・さば刺し網漁業

１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
10月21日から12月31日まで
９月１日から翌年３月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

えりも町字庶野及び字目黒

(１)漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなければ
  ならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速や
　かに海中に戻さなければならない。
イ　ケガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数並びに使用する
  漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。

日海共第
23号

えりも漁業協同組合 幌泉郡えりも町地先

次の基点第１号、点１、点２及び点３の各点を順次に結んだ線、基点第２号を中心とする半径５，２５０メートル
の点３と点４間における弧線、点４、点５、点６、点７、点８及び基点第５号の各点を順次に結んだ線及び最大
高潮時海岸線とによって囲まれた区域から基点第６号、点９、点１０、点１１、点１２、点１３、点１４、点１５及び
基点第７号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域を除いた区域
基点第1号 北海道水産林務部三角点  水Ｓ１３から  ３０度０３分２１秒 ８８０．０３メートルの点
基点第2号 国土地理院三角点 小越から１３１度００分 ６５０メートルの点
基点第3号 Ｘ＝－２２３４２５．８８４ Ｙ＝７５６３１．５３３（座標系１２系）
基点第4号 国土地理院三角点 下里
基点第5号 えりも町と様似町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第6号 えりも港南突堤灯台中心点
（北緯  ４２度００分５６．０秒 東経 １４３度０８分４０．９秒）
基点第7号 点15から ６８度５４分４０秒 １４３メートルの点
点1 基点第１号から １１２度３０分 ９０９メートルの点
点2 点１から １０１度３０分５３秒 ４，１０４．６５メートルの点
点3 基点第２号から ７３度３０分 ５，２５０メートルの点
点4 基点第２号から ２１９度３０分 ５，２５０メートルの点
点5 基点第３号から ２４２度００分 ５，２００メートルの点
点6 基点第４号から ２０８度３０分 ５，３５０メートルの点
点7 点８から ２１１度３５分０５秒 ４，２５４．５７メートルの点
点8 基点第５号から ２２２度３０分 ９０９メートルの点
点9 基点第６号から １９３度００分 １１２メートルの点
点10 点９から ２１０度２０分４８秒 １２７．２１メートルの点
点11 点10から ２９０度００分 １４２．５０メートルの点
点12 点11から ２０１度００分 ５０メートルの点
点13 点12から ２８９度００分 １０３メートルの点
点14 点13から ２０度００分 ５４メートルの点
点15 点14から ３８度４６分４６秒 １１５．１８メートルの点

第一種共同漁業 たこ漁業 １月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

えりも町（字庶野及び字目黒を除
く。）

なし

日海共第
24号

えりも漁業協同組合 幌泉郡えりも町地先

次の基点第１号、点１、点２及び点３の各点を順次に結んだ線、基点第２号を中心とする半径５，２５０メートル
の点３と点４間における弧線、点４、点５、点６、点７、点８及び基点第５号の各点を順次に結んだ線及び最大
高潮時海岸線とによって囲まれた区域から基点第６号、点９、点１０、点１１、点１２、点１３、点１４、点１５及び
基点第７号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域を除いた区域
基点第1号 北海道水産林務部三角点  水Ｓ１３から  ３０度０３分２１秒 ８８０．０３メートルの点
基点第2号 国土地理院三角点 小越から１３１度００分 ６５０メートルの点
基点第3号 Ｘ＝－２２３４２５．８８４ Ｙ＝７５６３１．５３３（座標系１２系）
基点第4号 国土地理院三角点 下里
基点第5号 えりも町と様似町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第6号 えりも港南突堤灯台
中心点（北緯  ４２度００分５６．０秒 東経 １４３度０８分４０．９秒）
基点第7号 点15から ６８度５４分４０秒 １４３メートルの点
点1 基点第１号から １１２度３０分 ９０９メートルの点
点2 点１から １０１度３０分５３秒 ４，１０４．６５メートルの点
点3 基点第２号から ７３度３０分 ５，２５０メートルの点
点4 基点第２号から ２１９度３０分 ５，２５０メートルの点
点5 基点第３号から ２４２度００分 ５，２００メートルの点
点6 基点第４号から ２０８度３０分 ５，３５０メートルの点
点7 点８から ２１１度３５分０５秒 ４，２５４．５７メートルの点
点8 基点第５号から ２２２度３０分 ９０９メートルの点
点9 基点第６号から １９３度００分 １１２メートルの点
点10 点９から ２１０度２０分４８秒 １２７．２１メートルの点
点11 点10から ２９０度００分 １４２．５０メートルの点
点12 点11から ２０１度００分 ５０メートルの点
点13 点12から ２８９度００分 １０３メートルの点
点14 点13から ２０度００分 ５４メートルの点
点15 点14から ３８度４６分４６秒 １１５．１８メートルの点

第二種共同漁業

かれい刺し網漁業
さめ刺し網漁業
にしん刺し網漁業
ほっけ・さば刺し網漁業

１月１日から12月31日まで
10月21日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

えりも町（字庶野及び字目黒を除
く。）

(１)漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなければ
  ならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速や
　かに海中に戻さなければならない。
イ　ケガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数並びに使用する
  漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。

日海共第
25号

えりも漁業協同組合 様似郡様似町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とに
よって囲まれた区域
基点第1号 えりも町と様似町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 国土地理院三角点 潮風
基点第3号 国土地理院三角点 エンルム岬から ８９度４３分２８秒２，３９６．８８メートルの点
点1 基点第１号から ２２２度３０分 ９０９メートルの点
点2 点１から ２１１度３５分０５秒 ４，２５４．５７メートルの点
点3 基点第２号から ２１３度３０分 ５，０００メートルの点
点4 基点第３号から １８０度３０分 ６，６００メートルの点

第一種共同漁業 たこ漁業 １月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

様似町（ビライト川橋に設置した標
識以東の区域に限る。）

なし



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

日海共第
26号

えりも漁業協同組合 様似郡様似町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とに
よって囲まれた区域
基点第1号 えりも町と様似町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 国土地理院三角点 潮風
基点第3号 国土地理院三角点 エンルム岬から ８９度４３分２８秒２，３９６．８８メートルの点
点1 基点第１号から ２２２度３０分 ９０９メートルの点
点2 点１から ２１１度３５分０５秒 ４，２５４．５７メートルの点
点3 基点第２号から ２１３度３０分 ５，０００メートルの点
点4 基点第３号から １８０度３０分 ６，６００メートルの点

第二種共同漁業
かれい刺し網漁業
さめ刺し網漁業
にしん刺し網漁業

１月１日から12月31日まで
10月21日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

様似町（ビライト川橋に設置した標
識以東の区域に限る。）

(１)漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなければ
  ならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速や
　かに海中に戻さなければならない。
イ　ケガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数並びに使用する
  漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。

日海共第
27号

日高中央漁業協同組
合

様似郡様似町地先

次の基点第１号、点１、点２及び基点第２号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域
基点第1号 国土地理院三角点 エンルム岬から ８９度４３分２８秒２，３９６．８８メートルの点
基点第2号 様似町と浦河町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から １８０ 度 ３０分 ６，６００メートルの点
点2 基点第２号から １９４ 度 ３０分 ５，０００メートルの点

第一種共同漁業 たこ漁業 １月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

様似町（ビライト川橋に設置した標
識以西の区域に限る。）

なし

日海共第
28号

日高中央漁業協同組
合

様似郡様似町地先

次の基点第１号、点１、点２及び基点第２号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域
基点第1号 国土地理院三角点 エンルム岬から ８９度４３分２８秒２，３９６．８８メートルの点
基点第2号 様似町と浦河町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から  １８０度  ３０分 ６，６００メートルの点
点2 基点第２号から  １９４度  ３０分 ５，０００メートルの点

第二種共同漁業

かれい刺し網漁業
さめ刺し網漁業
にしん刺し網漁業
ほっけ・さば刺し網漁業

１月１日から12月31日まで
10月21日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

様似町（ビライト川橋に設置した標
識以西の区域に限る。）

(１)漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなければ
  ならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速やか
　に海中に戻さなければならない。
イ　ケガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数並びに使用する
  漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。

日海共第
29号

日高中央漁業協同組
合

浦河郡浦河町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域から、基点第４号、点４、点５、点７、点８、点９、点１０、点１１、点６ 及び基点第５号の各点を順次
に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域を除いた区域
基点第1号 浦河町と様似町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 北海道水産林務部三角点 水Ｄ３
基点第3号 浦河町字絵笛と字東栄の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第4号 浦河灯台中心点（北緯４２度０９分４６秒 東経１４２度４６分３６．１秒） から ２７８度３８分２７秒
１，２３７．１４メートルの点
基点第5号 点６から ５９度００分 ８２０メートルの点
点1 基点第１号から １９４度３０分 ５，０００メートルの点
点2 基点第２号から ２１２度００分 ５，４００メートルの点
点3 基点第３号から ２０４度５５分 ５，３００メートルの点
点4 基点第４号から １９７度１５分 ３７メートルの点
点5 点４から ２７３度０５分１６秒 ３８５．４１メートルの点
点6 点11から １０３度２６分３１秒 ６２０．４６０メートルの点
点7 点５から ２７１度４８分４９秒 ２１３．６７５メートルの点
点8 点７から ２４４度１８分４７秒 ４２６．５５９メートルの点
点9 点８から ２７２度２２分１１秒 ７９．５００メートルの点
点10 点９から ２度５６分４４秒 ７１５．７３６メートルの点
点11 点10から ９２度２２分０７秒 ６４．７００メートルの点

第一種共同漁業 たこ漁業 １月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

浦河町（字東栄及び荻伏町を除
く。）

なし

日海共第
30号

日高中央漁業協同組
合

浦河郡浦河町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域から、基点第４号、点４、点５、点７、点８、点９、点１０、点１１、点６ 及び基点第５号の各点を順次
に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域を除いた区域
基点第1号 浦河町と様似町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 北海道水産林務部三角点 水Ｄ３
基点第3号 浦河町字絵笛と字東栄の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第4号 浦河灯台中心点（北緯４２度０９分４６秒 東経１４２度４６分３６．１秒） から ２７８度３８分２７秒
１，２３７．１４メートルの点
基点第5号 点６から ５９度００分 ８２０メートルの点
点1 基点第１号から １９４度３０分 ５，０００メートルの点
点2 基点第２号から ２１２度００分 ５，４００メートルの点
点3 基点第３号から ２０４度５５分 ５，３００メートルの点
点4 基点第４号から １９７度１５分 ３７メートルの点
点5 点４から ２７３度０５分１６秒 ３８５．４１メートルの点
点6 点11から １０３度２６分３１秒 ６２０．４６０メートルの点
点7 点５から ２７１度４８分４９秒 ２１３．６７５メートルの点
点8 点７から ２４４度１８分４７秒 ４２６．５５９メートルの点
点9 点８から ２７２度２２分１１秒 ７９．５００メートルの点
点10 点９から ２度５６分４４秒 ７１５．７３６メートルの点
点11 点10から ９２度２２分０７秒 ６４．７００メートルの点

第二種共同漁業
かれい刺し網漁業
さめ刺し網漁業
にしん刺し網漁業

１月１日から12月31日まで
10月21日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

浦河町（字東栄及び荻伏町を除
く。）

(１)漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなければ
  ならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速や
　かに海中に戻さなければならない。
イ　ケガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数並びに使用する
  漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。

日海共第
31号

日高中央漁業協同組
合

浦河郡浦河町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とに
よって囲まれた区域
基点第1号 浦河町字絵笛と字東栄の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 国土地理院三角点 元浦川
基点第3号 浦河町と新ひだか町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ２０４度５５分 ５，３００メートルの点
点2 基点第２号から ２０４度５５分 ５，５００メートルの点
点3 点４から ２０６度４８分１０秒 ３，３４９．８６メートルの点
点4 基点第３号から ２３７度３０分 １，８１８メートルの点

第一種共同漁業 たこ漁業 １月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

浦河町字東栄及び荻伏町 なし



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

日海共第
32号

日高中央漁業協同組
合

浦河郡浦河町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とに
よって囲まれた区域
基点第1号 浦河町字絵笛と字東栄の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 国土地理院三角点 元浦川
基点第3号 浦河町と新ひだか町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ２０４度５５分 ５，３００メートルの点
点2 基点第２号から ２０４度５５分 ５，５００メートルの点
点3 点４から ２０６度４８分１０秒 ３，３４９．８６メートルの点
点4 基点第３号から ２３７度３０分 １，８１８メートルの点

第二種共同漁業
かれい刺し網漁業
さめ刺し網漁業
にしん刺し網漁業

１月１日から12月31日まで
10月21日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

浦河町字東栄及び荻伏町

(１)漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなければ
  ならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速や
　かに海中に戻さなければならない。
イ　ケガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数並びに使用する
  漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。

日海共第
33号

ひだか漁業協同組合 日高郡新ひだか町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３及び基点第２号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域から、基点第３号、点４、点５及び基点第４号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とに
よって囲まれた区域を除いた区域
基点第1号 浦河町と新ひだか町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 北海道水産林務部三角点 水Ｄ６から ３１１度３１分５０秒６９５．２４メートルの点
基点第3号 Ｘ＝－１９７，１９４．１５９ Ｙ＝３０，９１５．０１０ （座標系１２系）
基点第4号 Ｘ＝－１９７，７８０．０９７ Ｙ＝３１，８２５．８３６ （座標系１２系）
点1 基点第１号から ２３７度３０分 １，８１８メートルの点
点2 点１から ２０６度４８分１０秒 ３，３４９．８６メートルの点
点3 基点第２号から ２００度００分 ５，４００メートルの点
点4 基点第３号から ２１４度３６分１０．３３秒 １８０．０００メートルの点
点5 基点第４号から ２３１度５８分１７．７１秒 ２４４．９５３メートルの点

第一種共同漁業 たこ漁業 １月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

新ひだか町三石 なし

日海共第
34号

ひだか漁業協同組合 日高郡新ひだか町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３及び基点第２号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域から、基点第３号、点４、点５及び基点第４号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とに
よって囲まれた区域を除いた区域
基点第1号 浦河町と新ひだか町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 北海道水産林務部三角点 水Ｄ６から ３１１度３１分５０秒６９５．２４メートルの点
基点第3号 Ｘ＝－１９７，１９４．１５９ Ｙ＝３０，９１５．０１０ （座標系１２系）
基点第4号 Ｘ＝－１９７，７８０．０９７ Ｙ＝３１，８２５．８３６ （座標系１２系）
点1 基点第１号から ２３７度３０分 １，８１８メートルの点
点2 点１から ２０６度４８分１０秒 ３，３４９．８６メートルの点
点3 基点第２号から ２００度００分 ５，４００メートルの点
点4 基点第３号から ２１４度３６分１０．３３秒 １８０．０００メートルの点
点5 基点第４号から ２３１度５８分１７．７１秒 ２４４．９５３メートルの点

第二種共同漁業
かれい刺し網漁業
さめ刺し網漁業
にしん刺し網漁業

１月１日から12月31日まで
10月21日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

新ひだか町三石

(１)漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなければ
  ならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速や
　かに海中に戻さなければならない。
イ　ケガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数並びに使用する
  漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。

日海共第
35号

ひだか漁業協同組合 日高郡新ひだか町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域
基点第1号 北海道水産林務部三角点 水Ｄ６から ３１１度３１分５０秒６９５．２４メートルの点
基点第2号 国土地理院三角点 春立
基点第3号 新ひだか町と新冠町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ２００ 度 ００分 ５，４００メートルの点
点2 基点第２号から ２０６ 度 ００分 ５，２００メートルの点
点3 基点第３号から ２１５ 度 ００分 ５，０００メートルの点

第一種共同漁業
ほたてがい漁業
たこ漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

新ひだか町（三石を除く。） なし

日海共第
36号

ひだか漁業協同組合 日高郡新ひだか町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域
基点第1号 北海道水産林務部三角点 水Ｄ６から ３１１度３１分５０秒６９５．２４メートルの点
基点第2号 国土地理院三角点 春立
基点第3号 新ひだか町と新冠町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ２００ 度 ００分 ５，４００メートルの点
点2 基点第２号から ２０６ 度 ００分 ５，２００メートルの点
点3 基点第３号から ２１５ 度 ００分 ５，０００メートルの点

第二種共同漁業
かれい刺し網漁業
さめ刺し網漁業
にしん刺し網漁業

１月１日から12月31日まで
10月21日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

新ひだか町（三石を除く。）

(１)漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなければ
  ならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速や
　かに海中に戻さなければならない。
イ　ケガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数並びに使用する
  漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。

日海共第
37号

ひだか漁業協同組合 新冠郡新冠町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域
基点第1号 新ひだか町と新冠町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 国土地理院三角点 育成公社から ２３０度００分 ６００メートルの点
基点第3号 ＪＲ日高線 厚別川鉄橋中央
点1 基点第１号から  ２１５度  ００分 ５，０００メートルの点
点2 基点第２号から  ２３０度  ００分 ５，０５０メートルの点
点3 基点第３号から  ２１４度  ５３分 ５，４００メートルの点

第一種共同漁業
ほたてがい漁業
たこ漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

新冠町 なし

日海共第
38号

ひだか漁業協同組合 新冠郡新冠町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域
基点第1号 新ひだか町と新冠町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 国土地理院三角点 育成公社から ２３０度００分 ６００メートルの点
基点第3号 ＪＲ日高線 厚別川鉄橋中央
点1 基点第１号から  ２１５度  ００分 ５，０００メートルの点
点2 基点第２号から  ２３０度  ００分 ５，０５０メートルの点
点3 基点第３号から  ２１４度  ５３分 ５，４００メートルの点

第二種共同漁業

かすべ刺し網漁業
かれい刺し網漁業
さめ刺し網漁業
にしん刺し網漁業

１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
10月21日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

新冠町

(１)漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなければ
  ならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速や
　かに海中に戻さなければならない。
イ　ケガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数並びに使用する
  漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

日海共第
39号

ひだか漁業協同組合 沙流郡日高町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４、点５及び基点第５号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線
とによって囲まれた区域
基点第1号 ＪＲ日高線 厚別川鉄橋中央
基点第2号 国土地理院三角点 慶能舞
基点第3号 北海道水産林務部図根点 No.７（北海道水産林務部三角点 水Ｄ７～）
基点第4号 北海道三角点 Ａ４２から ２６６度００分 ５２０メートルの点
基点第5号 日高町とむかわ町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ２１４ 度 ５３分 ５，４００メートルの点
点2 基点第２号から ２１６ 度 ００分 ５，５００メートルの点
点3 基点第３号から １９７ 度 ３０分 ５，１００メートルの点
点4 基点第４号から ２１２ 度 ００分 ５，０００メートルの点
点5 基点第５号から ２０６ 度 ５５分 ５，０００メートルの点

第一種共同漁業 たこ漁業 １月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

日高町 なし

日海共第
40号

ひだか漁業協同組合 沙流郡日高町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４、点５及び基点第５号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線
とによって囲まれた区域
基点第1号 ＪＲ日高線 厚別川鉄橋中央
基点第2号 国土地理院三角点 慶能舞
基点第3号 北海道水産林務部図根点 No.７（北海道水産林務部三角点 水Ｄ７～）
基点第4号 北海道三角点 Ａ４２から ２６６度００分 ５２０メートルの点
基点第5号 日高町とむかわ町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ２１４ 度 ５３分 ５，４００メートルの点
点2 基点第２号から ２１６ 度 ００分 ５，５００メートルの点
点3 基点第３号から １９７ 度 ３０分 ５，１００メートルの点
点4 基点第４号から ２１２ 度 ００分 ５，０００メートルの点
点5 基点第５号から ２０６ 度 ５５分 ５，０００メートルの点

第二種共同漁業

かすべ刺し網漁業
かれい刺し網漁業
さめ刺し網漁業
にしん刺し網漁業

１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
10月21日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

日高町

(１)漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなければ
 ならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速や
　かに海中に戻さなければならない。
イ　ケガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数並びに使用する
  漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。

日海共第
42号

日高中央漁業協同組
合、ひだか漁業協同組
合、えりも漁業協同組
合

幌泉郡えりも町、様似
郡様似町、浦河郡浦河
町、日高郡新ひだか
町、新冠郡新冠町及び
沙流郡日高町地先

第二種共同漁業 かすべ刺し網漁業
かれい刺し網漁業
きちじ刺し網漁業
さめ刺し網漁業
たら刺し網漁業
にしん刺し網漁業
ほっけ・さば刺し網漁業

１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
10月21日から12月31日まで
９月１日から翌年３月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体 えりも町、様似町、浦河町、新ひだ
か町、新冠町及び日高町

(１)漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定しなければ
 ならない。
ア　９月１日から11月30日までの間シロサケが採捕された場合には、速や
　かに海中に戻さなければならない。
イ　ケガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければならない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数並びに使用する
  漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。

次の点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９、点１０、点１１、点１２、点１３、点１４、点１５、点１６、
点１７、点１８、点１９、点２０、点２１、点２２、点２３、点２４、点２５及び点２６の各点を順次に結んだ線、基点
第５号中心とする半径５，２５０メートルの点２６と点２７間における弧 線及び点２７、点２８、点２９、点３０及び
点１の各点を順次に結んだ線とによって囲まれた区域
基点第1号 広尾町とえりも町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 北海道水産林務部三角点 水Ｓ３
基点第3号 北海道水産林務部三角点 水Ｓ７
基点第4号 北海道水産林務部三角点  水Ｓ１３から  ３０度０３分２１秒 ８８０．０３メートルの点
基点第5号 国土地理院三角点 小越から１３１度００分 ６５０メートルの点
基点第6号 Ｘ＝－２２３４２５．８８４ Ｙ＝７５６３１．５３３（座標系１２系）
基点第7号 国土地理院三角点 下里
基点第8号 えりも町と様似町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第9号 国土地理院三角点 潮風
基点第10号 国土地理院三角点 エンルム岬から ８９度４３分２８秒２，３９６．８８メートルの点
基点第11号 様似町と浦河町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第12号 北海道水産林務部三角点 水Ｄ３
基点第13号 浦河町字絵笛と字東栄の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第14号 国土地理院三角点 元浦川
基点第15号 浦河町と新ひだか町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第16号 北海道水産林務部三角点 水Ｄ６から ３１１度３１分５０秒６９５．２４メートルの点
基点第17号 国土地理院三角点 春立
基点第18号 新ひだか町と新冠町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第19号 国土地理院三角点 育成公社から ２３０度００分 ６００メートルの点
基点第20号 ＪＲ日高線 厚別川鉄橋中央
基点第21号 国土地理院三角点 慶能舞
基点第22号 北海道水産林務部図根点 No.７（北海道水産林務部三角点 水Ｄ７～）
基点第23号 北海道三角点 Ａ４２から ２６６度００分 ５２０メートルの点
基点第24号 日高町とむかわ町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から １０６度 ３０分 ５，０００メートルの点
点2 基点第１号から １０６度 ３０分 ３３，０００メートルの点
点3 基点第５号から １４２度 ３０分 ３０，０００メートルの点
点4 基点第５号から ２０２度 ３０分 ３０，０００メートルの点
点5 基点第８号から ２１２度 ４５分 ３０，０００メートルの点
点6 基点第24号から ２０６度 ５５分 ２７，０００メートルの点
点7 基点第24号から ２０６度 ５５分 ５，０００メートルの点
点8 基点第23号から ２１２度 ００分 ５，０００メートルの点
点9 基点第22号から １９７度 ３０分 ５，１００メートルの点
点10 基点第21号から ２１６度 ００分 ５，５００メートルの点
点11 基点第20号から ２１４度 ５３分 ５，４００メートルの点
点12 基点第19号から ２３０度 ００分 ５，０５０メートルの点
点13 基点第18号から ２１５度 ００分 ５，０００メートルの点
点14 基点第17号から ２０６度 ００分 ５，２００メートルの点
点15 基点第16号から ２００度 ００分 ５，４００メートルの点
点16 基点第15号から ２１７度 ３０分 ５，０００メートルの点
点17 基点第14号から ２０４度 ５５分 ５，５００メートルの点
点18 基点第13号から ２０４度 ５５分 ５，３００メートルの点
点19 基点第12号から ２１２度 ００分 ５，４００メートルの点
点20 基点第11号から １９４度 ３０分 ５，０００メートルの点
点21 基点第10号から １８０度 ３０分 ６，６００メートルの点
点22 基点第９号から ２１３度 ３０分 ５，０００メートルの点
点23 基点第８号から ２１３度 ３０分 ５，１５０メートルの点
点24 基点第７号から ２０８度 ３０分 ５，３５０メートルの点
点25 基点第６号から ２４２度 ００分 ５，２００メートルの点
点26 基点第５号から ２１９度 ３０分 ５，２５０メートルの点
点27 基点第５号から ７３度 ３０分 ５，２５０メートルの点
点28 基点第４号から １０３度 ３０分 ５，０００メートルの点
点29 基点第３号から １０６度 ３０分 ５，１００メートルの点
点30 基点第２号から ９４度 ００分 ５，０００メートルの点


